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⑦地域住民組織活動、まちづくり
活動など市民自治を推進する分野

③子育て、教育など人を育て心を
はぐくむ分野

区長推薦

⑥文化又は観光の振興などまちの
魅力を発信する分野

区長推薦

④緑の保全、ごみの抑制など自然
環境又は生活環境を向上させる分
野

公募

公募

②福祉の推進、健康の増進など幸
せな暮らしを支える分野

⑥文化又は観光の振興などまちの
魅力を発信する分野

②福祉の推進、健康の増進など幸
せな暮らしを支える分野

⑤産業の振興、都市拠点の形成な
どまちの活力を高める分野

②福祉の推進、健康の増進など幸
せな暮らしを支える分野

③子育て、教育など人を育て心を
はぐくむ分野

⑦地域住民組織活動、まちづくり
活動など市民自治を推進する分野

①防災又は地域交通環境の向上な
ど安全で快適な暮らしを支える分
野

公募
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別紙３ 

川崎区区民会議 事務連絡一覧 

 

 

１ 会議公開 

・この会議は公開で開催しています 

・開催することを事前に公表しています 

・後日（おおむね１カ月後）、会議録を公開します 

 

 

２ 傍聴の注意事項 

・全体会議は２０人、専門部会は１０人まで傍聴者が入場する場合があります 

・傍聴者は遵守事項を守り、静穏に傍聴してください 

 

 

３ 写真撮影 

・事務局が会議の記録として写真の撮影などを行います 

・撮影した写真は、広報物（市政だより、ホームページなど）や報告書などに使用す

る場合があります 

 

 

４ 会議時間 

 ・会議時間は２時間程度を予定しています 

 ・次第に沿って、途中に休憩を入れずに進行します 

 

 

５ 会議の広報 

 ・審議の結果や様子を市政だよりやホームページで広報することがあります 

 

 

６ 会議録の事前確認 

 ・会議録は事務局が摘録を作成し、委員などに内容の確認を公開前にお願いします 

 ・発言した趣旨と異なる箇所がありましたら、お知らせください 

 



川崎区区民会議 第４回環境部会 資料１

審議課題の確認

H22.9.3

前回審議で、審議課題を次の３つに暫定的に決定しましたが、最終的にご確認ください。

①地域緑化、②区民の環境意識向上、③区のイメージアップ

※審議テーマについては「みんなが住みたい川崎区」で決定

課題解決策について

前回の審議では、「これまで審議されていたにもかかわらず、課題解決策として取り上げられていない」「これまで審議されていな
かったが、急遽、課題解決策として取り上げられた」など、少し熟度にバラつきがあるため、次ページ（資料２）を参考にして改めて
現時点で考えられる課題解決策を確認してください。

「課題解決策」は今後、「（仮称）実施方針」の策定に移行し、概要を決めていきます（参考１参照）。

前回の審議では、次の３つが課題解決策として挙がりました

環境意識向上ポスターを継続するとともに、最優秀作品の児童を“子ども環境大臣”に任命して
イベント等に出席してもらう

「区の花」の公募・制定

落書き消し



川崎区区民会議 第４回環境部会 資料２

H22.9.3

課題解決策について

下記表は前回審議の主な意見を３つの審議課題に分類して整理しましたので、これを参考に、現時点での課題解決策を
もう一度確認してください。
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★ ：「課題解決策」に関連する意見



課題解決策 環境ポスターの作成 「区の花」の制定 落書きを消す

対応する審議課題

　・地域緑化
　・環境意識向上

　・地域緑化
　・環境意識向上
　・イメージアップ

　・イメージアップ

解決策の概要

（例）区内小学校６年生を対象に、環境ポスター作成を依頼する。各学校
から提出された絵について、環境部会委員等が中心となって最優秀賞・優
秀賞を決める。表彰式は環境の広場展で行う。
（例）最優秀賞作品はポスターにして町内会掲示板（約1,000カ所）に掲示し
てもらう。また最優秀賞の生徒には「子ども環境大臣」を任命し、当年度の
環境イベントのＰＲ活動等に活躍してもらう。

実施時期

（例）・１月頃：校長会を通じて区内小学校に依頼
　　　・６月頃：ポスターコンクール
　　　・７月頃：ポスター展示・町内会掲示

実施者
（例）区内小学校６年生

実施場所

（例）アゼリア広報コーナー
（例）町内会掲示板
（例）環境の広場展

発表方法
（例）市政だより川崎区版

費用項目
（例）ポスター印刷代・送付代

対象者
（例）小学校６年生、全区民

最終的な目標

懸案事項

（例）最優秀賞を取った生徒が「子ども環境大臣」をやってくれるか
（例）学校側が「環境大臣」としての活動を了解してくれるか
（例）「環境大臣」を活用できる事業

　※　新たに課題解決策がある場合には、裏面を御活用下さい

（仮称）実施方針（案） 資料３



課題解決策

対応する審議課題

解決策の概要

実施時期
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懸案事項



参考１ 

課題解決策の審議過程について 
 

 

１．「課題解決策」として取り上げることに決定  

 

 

 

２．「(仮称)実施方針」の策定  

 

 

 

３．「実行計画」の策定  

 

 

 

 

※ 「(仮称)実施方針」については、実行計画と違い、詳細な実施団体や実施内容等までは決め

ない。 

 

※ 「(仮称)実施方針」に掲載する課題解決策は、今後の審議過程によって加除可能な位置付け

とする。 

(例)・実施団体に依頼したが断られてしまい、実施不可能となったため取り下げた。 

・実施内容について審議したが、区民会議として取り組むことが難しいと判断したため

取り下げた。 

  ・全体会議や区民会議フォーラム(開催予定)の意見を参考にして新たに追加した。 

 

※ 実際に取り組むことになった課題解決策については、その都度個別に「実行計画」の策定に

移行し、具体的な実施団体や実施内容等を決定していく。 

 

 

 

 

（参考）今後のスケジュール予定 

１０月：第２回全体会議（各部会より実施方針(案)報告） 

１１月：第５回専門部会（実施方針(案)再審議） 

１２月：第３回全体会議（実施方針確定） 

２月：区民会議フォーラム（区民に対し実施方針報告、区民との意見交換） 

３月：第４回全体会議（区民会議フォーラム実施報告、２３年度の進め方） 


